
問□　保健センター　☎82-3844

No.148

お子さんがいる家庭を応援します！

〜産後ケア事業のご案内〜

8 広報とようら　−令和 4年 7月号−

　豊浦町では、出産後、育児などの支援が必要な方を対象に産後ケア事業を実施しています。

【利用できる方】
　豊浦町に住所を有する産後1年未満のお母さんと赤ちゃんで、次のいずれにも該当する方
　○家族などから十分な家事や育児などの協力が得られない方
　○お母さんの体調不良や育児に不安がある方（医療の必要な方は利用できません）

【内　　容】
　○お母さんの体調管理と健康相談
　○授乳相談・指導（母乳やミルクの授乳方法など）
　○育児相談・指導（沐

もくよく

浴や抱っこの仕方など）

【実施方法】
　○通所型：お母さんと赤ちゃんが母乳相談所などに通い、サービスを受ける方法
　○訪問型：保育士が家庭訪問して、サービスを受ける方法

【利用料金、日数・回数】

【お申し込み】
　利用を希望される方は、事前に豊浦町産後ケア事業利用申請書の提出が必要です。
　詳しくは、保健センターにお問い合わせください。

区　分 利用料金 日数・回数 備　考

通所型
 1回当たり　1,000円
＊生活保護・町民税非課税世帯は無料

通算5回以内

利用希望日時がご希望にそえな
いことがありますのでご了承く
ださい。

訪問型
 1回当たり　500円
＊生活保護・町民税非課税世帯は無料

通算32回以内

　豊浦町では、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を行うため、乳幼児のお子さん
がいるご家庭の相談に応じています。また、産後ケア事業も行っていますので、お気軽にご相談くだ
さい。


